
【 再 講 習 受 講 期 限 の 例 】

選任日から１年
（平成2５年6月1日）

選任日
（平成2４年6月1日）

選任日の４年前
（平成20年6月1日）

選任日が講習修了日から4年以内の場合

平成20年10月1日
（受講期限の始期：平成21年4月1日）

平成26年3月31日
講習修了日以降の最初の
4月1日から5年以内

選任日が講習修了日から4年以上経過している場合

平成19年10月1日 受講期限の始期：選任日 平成25年5月31日
選任日から1年以内

新規講習又は直近の再講習を修了した日

再講習受講期限

選任日
平成21年6月1日

受講期限の始期
平成21年4月1日

平成26年3月31日 平成31年3月31日平成20年10月1日

新規講習又は直近の再講習を修了した日

再講習受講期限


